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資料３－５ 

騒音の作業環境管理の現状について 

 

１ ガイドラインにおける作業環境管理の内容 

 

 作業環境測定 測定 

対象（別表第１及び

別表第 2） 

屋内作業場 屋内作業場以外の作業場 

測定時期 6 か月以内ごとに、定期に － 

測定方法 作業環境測定基準に定める等価

騒音レベル測定 

（A測定及び B測定） 

測定点ごとに 10分間以上 

騒音レベルがもっとも大きくなる

と思われる時間、作業が行われる位

置での測定 

結果の評価 ガイドラインに基づき管理区分

を決定（下記参照） 

85dB(A), 90dB(A)で区別 

対策 標識による明示 

作業工程等の点検と改善 

防音保護具の使用と掲示 

防音保護具の使用と掲示 

 

結果等の記録 ３年間保存 － 

 

 

＜ガイドラインに基づく作業環境測定結果の評価＞ 
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２ 騒音レベルについて 

 

 

資料出所：中央労働災害防止協会、2020年「衛生管理（上）《第１種用》」P.51 

 

３ 騒音作業環境測定の実施者 

  騒音測定に関しては、資格者等の定めはない。 

資料出所：「令和 2 年度騒音作業場に関する実態把握事業実施結果報告書」P.20（郵送調査結果） 


